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選定事業者

地方自治法施行令第167条の２第１項第２号（予定価格100万円超の場合に記入）

令和６年度豊平峡ダム駐車場に係る調整及び維持管理業務

経）観光・MICE推進部観光・MICE推進課

株式会社札幌リゾート開発公社

随意契約の理由（相手方を特定した理由を含む。）

　豊平峡ダムは、毎年多くの市民や観光客が訪れる定山渓の観光名所である。豊平峡ダム
は支笏洞爺国立公園内に位置しているため、自然環境保護等の観点から、一般車両の乗り
入れは通年禁止となっており、ダムサイトへの交通手段としては徒歩か電気自動車を利用
するほかなく、株式会社札幌リゾート開発公社が、豊平峡ダム駐車場敷地内に電気自動車
の乗降場を設置し、電気自動車の運行を行っている。よって、本業務の適切な履行に際し
ては、ダム関連施設及び電気バスの運行会社等と連携を図りながら、その自然の保護と利
用、清潔保持に十分配慮し、臨機応変に対応することが求められる。
　また、本業務には、駐車場に設置しているトイレの清掃及び維持管理も含まれている
が、昨今の観光需要の回復とそれに伴うインバウンドの急増により、トイレの使用方法や
マナーに精通していない観光客も増え、頻繁にトイレが詰まるなどの事象が発生してお
り、適宜迅速な対応が求められる状況である。札幌市内中心部から車で1時間程度、定山
渓温泉街からも車で10分程度のところに位置しているという地理的条件からも、現場に職
員を配置していなければ、迅速な対応は困難であるといえる。
　上記の観点に配慮し、適切な業務を履行できるのは、電気自動車の運行会社であり、乗
降場等に職員を配置している株式会社札幌リゾート開発公社以外にないと判断されるた
め。
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